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(57)【要約】
【課題】自発光型の発光装置において、発光領域をより
大きくする。
【解決手段】基板上に形成される配線パターンと、上記
配線パターン上に積層され、所定の位置に上下方向のコ
ンタクトホールが形成される第１の絶縁膜と、上記第１
の絶縁膜上に形成され、上記コンタクトホールに貫入し
て上記配線パターンに電気的に接続されるコンタクト部
を有する下部電極と、上記下部電極上に形成される発光
層と、上記発光層上に形成される上部電極と、上記発光
層が上記下部電極と上記上部電極とに挟まれる発光領域
を、上記コンタクト部を含む領域として規定する発光領
域規定部材と、上記基板上で少なくとも上記コンタクト
部に対応する領域に配置されるカラーフィルタとを含む
表示装置が提供される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成される配線パターンと、
　前記配線パターン上に積層され、所定の位置に上下方向のコンタクトホールが形成され
る第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成され、前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに
電気的に接続されるコンタクト部を有する下部電極と、
　前記下部電極上に形成される発光層と、
　前記発光層上に形成される上部電極と、
　前記発光層が前記下部電極と前記上部電極とに挟まれる発光領域を、前記コンタクト部
を含む領域として規定する発光領域規定部材と、
　前記基板上で少なくとも前記コンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタ
と
　を備える表示装置。
【請求項２】
　前記第１の絶縁膜には、前記コンタクト部の数と同じ数の前記コンタクトホールが形成
される、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１の絶縁膜には、前記コンタクト部の数よりも多くの前記コンタクトホールが形
成され、
　前記下部電極は、前記コンタクトホールに貫入するが前記配線パターンには接続されな
いダミーコンタクト部をさらに有する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記下部電極ごとに複数に分離した前記発光領域が形成される、請求項１に記載の表示
装置。
【請求項５】
　前記下部電極は、前記複数に分離した発光領域のうちのいずれかに対応する位置に前記
コンタクト部を有する、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記配線パターンに電気的に接続され、前記発光層を含む発光素子を逆バイアス状態で
容量性素子として機能させる画素駆動回路をさらに備える、請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記発光領域規定部材は、前記下部電極と前記上部電極との間に積層され、前記発光領
域に開口部が形成される第２の絶縁膜である、請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記下部電極が、前記発光領域に対応する領域に形成されることによって前記発光領域
規定部材として機能する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１の絶縁膜と前記下部電極との間に積層され、所定の位置に開口部が形成される
第２の絶縁膜をさらに備え、
　前記下部電極は、前記第１の絶縁膜上から前記開口部の側面に沿って立ち上がり、前記
第２の絶縁膜の上面に達する、請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記第２の絶縁膜と前記発光層との間に積層され、前記第２の絶縁膜上の前記下部電極
の端部を覆う第３の絶縁膜をさらに備える、請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記発光層は、少なくとも前記基板上の第１の領域に形成されて第１の色で発光する第
１の発光層と、前記基板上の第２の領域に形成されて第２の色で発光する第２の発光層と
を含み、
　前記第１の領域と前記第２の領域との配置パターンが、前記基板上で第１の方向につい
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て１つおきに反転している、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記第１の領域および前記第２の領域は、前記基板上で前記第１の方向に直交する第２
の方向に延びる帯状の領域である、請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記第１の発光層は、前記第１の領域および前記第２の領域に形成され、
　前記第２の発光層は、前記第１の発光層に重畳して前記第２の領域に形成される、請求
項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記第１の発光層および前記第２の発光層は、いずれも蒸着によって形成される、請求
項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　第１の色で発光する第１の発光層と第２の色で発光する第２の発光層とが全面的に重畳
して形成され、前記第１の発光層と前記第２の発光層との間に電荷発生層が形成される、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項１６】
　基板上に配線パターンを形成する工程と、
　前記配線パターン上に第１の絶縁膜を積層し、該第１の絶縁膜の所定の位置に上下方向
のコンタクトホールを形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に、前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに電気的に
接続されるコンタクト部を有する下部電極を形成する工程と、
　前記下部電極上に発光層を形成する工程と、
　前記発光層上に上部電極を形成する工程と、
　前記発光層が前記下部電極と前記上部電極に挟まれる発光領域を、前記コンタクト部を
含む領域として規定する工程と、
　前記基板上で少なくとも前記コンタクト部に対応する領域にカラーフィルタを配置する
工程と
　を含む、表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記下部電極を形成する工程は、
　　前記第１の絶縁膜上に前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに電気的に
接続されるコンタクト部を有する第１の下部電極を形成する工程と、
　　前記第１の下部電極上に第２の絶縁膜を積層し、該第２の絶縁膜の所定の位置に開口
部を形成する工程と、
　　前記第２の絶縁膜上に、前記開口部の側面に貫入して前記下部電極に接続される第２
の下部電極を形成する工程と
　を含み、
　前記発光領域を規定する工程では、前記発光層が前記第２の下部電極と前記上部電極に
挟まれる領域を前記発光領域として規定する、請求項１６に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　基板上に配線パターンを形成する工程と、
　前記配線パターン上に第１の絶縁膜を積層し、該第１の絶縁膜の所定の位置に上下方向
のコンタクトホールを形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を積層し、該第２の絶縁膜の所定の位置に、前記コ
ンタクトホールを包含する開口部を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜上に、前記開口部および前記コンタクトホールに貫入して前記配線パ
ターンに電気的に接続されるコンタクト部を有する下部電極を形成する工程と、
　前記下部電極上に発光層を形成する工程と、
　前記発光層上に上部電極を形成する工程と、
　前記発光層が前記下部電極と前記上部電極に挟まれる発光領域を、前記コンタクト部を
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含む領域として規定する工程と、
　前記基板上で少なくとも前記コンタクト部に対応する領域にカラーフィルタを配置する
工程と
　を含む、表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　基板上に形成される配線パターンと、
　前記配線パターン上に積層され、所定の位置に上下方向のコンタクトホールが形成され
る第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成され、前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに
電気的に接続されるコンタクト部を有する下部電極と、
　前記下部電極上に形成される発光層と、
　前記発光層上に形成される上部電極と、
　前記発光層が前記下部電極と前記上部電極に挟まれる発光領域を、前記コンタクト部を
含む領域として規定する発光領域規定部材と、
　前記基板上で少なくとも前記コンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタ
と
　を有する表示装置を備える電子機器。
【請求項２０】
　基板上に形成される配線パターンと、前記配線パターン上に積層され、所定の位置に上
下方向のコンタクトホールが形成される第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜上に形成され
、前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに電気的に接続されるコンタクト部
を有する下部電極と、前記下部電極上に形成される発光層と、前記発光層上に形成される
上部電極と、前記発光層が前記下部電極と前記上部電極に挟まれる発光領域を、前記コン
タクト部を含む領域として規定する発光領域規定部材と、前記基板上で少なくとも前記コ
ンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタとを含む表示装置を、
　前記配線パターンに電気的に接続される画素駆動回路によって、前記発光層を含む発光
素子が逆バイアス状態で容量性素子として機能するように駆動させる、表示装置の駆動方
法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置、電子機器、表示装置の製造方法および表示装置の駆動方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）やＯＬＥＤ（Organic　Light　Emitting　Di
ode）を発光素子として用いた自発光型の表示装置が普及している。こうした表示装置で
は、陽極（アノード）と陰極（カソード）との間に発光素子を配置し、電圧を印加するこ
とによって素子を発光させる。素子が電極間に挟まれて発光する領域を発光領域という。
表示領域に占める発光領域の割合が大きいほど、表示装置は効率的に発光することになる
。
【０００３】
　ところが、実際には、さまざまな原因で発光領域の大きさが制限される。そこで、限ら
れた発光領域の中でより効率的に光を取り出す技術が提案されている。例えば、特許文献
１には、発光素子の発光面の周囲に凹面鏡部を立設して光を反射させることによって、配
光特性の均一さを維持しつつ配光角度や分布などを制御する技術が記載されている。
【０００４】
　一方、特許文献２には、表示装置の画素駆動回路において、発光素子を逆バイアス状態
で容量性素子として機能させる技術が記載されている。この場合、発光領域の大きさが、
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発光素子が容量性素子として機能する場合の容量に影響する。発光領域が大きければ、容
量素子として機能する場合により大きな容量が得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２１８２９６号公報
【特許文献２】特開２００７－１７１８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように、自発光型の表示装置では、発光領域をより大きくすることが求められる
場合がある。そこで、本開示では、自発光型の発光装置において、発光領域をより大きく
することが可能な、新規かつ改良された表示装置、表示装置の製造方法、電子機器および
表示装置の駆動方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示によれば、基板上に形成される配線パターンと、上記配線パターン上に積層され
、所定の位置に上下方向のコンタクトホールが形成される第１の絶縁膜と、上記第１の絶
縁膜上に形成され、上記コンタクトホールに貫入して上記配線パターンに電気的に接続さ
れるコンタクト部を有する下部電極と、上記下部電極上に形成される発光層と、上記発光
層上に形成される上部電極と、上記発光層が上記下部電極と上記上部電極とに挟まれる発
光領域を、上記コンタクト部を含む領域として規定する発光領域規定部材と、上記基板上
で少なくとも上記コンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタとを含む表示
装置が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、基板上に配線パターンを形成する工程と、上記配線パターン上
に第１の絶縁膜を積層し、該第１の絶縁膜の所定の位置に上下方向のコンタクトホールを
形成する工程と、上記第１の絶縁膜上に、上記コンタクトホールに貫入して上記配線パタ
ーンに電気的に接続されるコンタクト部を有する下部電極を形成する工程と、上記下部電
極上に発光層を形成する工程と、上記発光層上に上部電極を形成する工程と、上記発光層
が上記下部電極と上記上部電極に挟まれる発光領域を、上記コンタクト部を含む領域とし
て規定する工程と、上記基板上で少なくとも上記コンタクト部に対応する領域にカラーフ
ィルタを配置する工程とを含む、表示装置の製造方法が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、基板上に形成される配線パターンと、上記配線パターン上に積
層され、所定の位置に上下方向のコンタクトホールが形成される第１の絶縁膜と、上記第
１の絶縁膜上に形成され、上記コンタクトホールに貫入して上記配線パターンに電気的に
接続されるコンタクト部を有する下部電極と、上記下部電極上に形成される発光層と、上
記発光層上に形成される上部電極と、上記発光層が上記下部電極と上記上部電極に挟まれ
る発光領域を、上記コンタクト部を含む領域として規定する発光領域規定部材と、上記基
板上で少なくとも上記コンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタとを有す
る表示装置を含む電子機器が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、基板上に形成される配線パターンと、上記配線パターン上に積
層され、所定の位置に上下方向のコンタクトホールが形成される第１の絶縁膜と、上記第
１の絶縁膜上に形成され、上記コンタクトホールに貫入して上記配線パターンに電気的に
接続されるコンタクト部を有する下部電極と、上記下部電極上に形成される発光層と、上
記発光層上に形成される上部電極と、上記発光層が上記下部電極と上記上部電極に挟まれ
る発光領域を、上記コンタクト部を含む領域として規定する発光領域規定部材と、上記基
板上で少なくとも上記コンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタとを含む
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表示装置を、上記配線パターンに電気的に接続される画素駆動回路によって、上記発光層
を含む発光素子が逆バイアス状態で容量性素子として機能するように駆動させる、表示装
置の駆動方法が提供される。
【００１１】
　発光領域に下部電極のコンタクト部を含めることで、コンタクト部を含めない場合に比
べて発光領域を大きくすることが可能である。コンタクト部で発光層の膜厚が変化するこ
とによる発光の色度のずれは、カラーフィルタを用いてカットすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本開示によれば、自発光型の発光装置において、発光領域をより大
きくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】コンタクト部によって発光領域が制限される例を示す断面図である。
【図２】コンタクト部によって発光領域が制限される例を示す平面図である。
【図３】本開示の第１の実施形態に係る表示装置の構成の例を示す図である。
【図４】本開示の第１の実施形態に係る表示装置に設けられる画素駆動回路の構成例を示
す図である。
【図５】本開示の第１の実施形態に係る表示装置における表示領域の平面構成の例を示す
図である。
【図６】図５のＩ－Ｉ断面図である。
【図７】本開示の第１の実施形態に係る表示装置の発光素子を示す平面図である。
【図８】本開示の第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を示すフローチャートである
。
【図９】本開示の第２の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。
【図１０】本開示の第３の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。
【図１１】本開示の第４の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。
【図１２Ａ】発光領域の第１のバリエーションを示す平面図である。
【図１２Ｂ】図１２ＡのＡ－Ａ断面図である。
【図１３Ａ】発光領域の第２のバリエーションを示す平面図である。
【図１３Ｂ】図１３ＡのＢ－Ｂ断面図である。
【図１４Ａ】発光領域の第３のバリエーションを示す平面図である。
【図１４Ｂ】図１４ＡのＣ－Ｃ断面図の第１の例である。
【図１４Ｃ】図１４ＡのＣ－Ｃ断面図の第２の例である。
【図１４Ｄ】図１４ＡのＣ－Ｃ断面図の第３の例である。
【図１５】本開示の第５の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。
【図１６】本開示の第６の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。
【図１７】本開示の第５または第６の実施形態に係る表示装置の製造方法を示すフローチ
ャートである。
【図１８Ａ】発光領域の第４のバリエーションを示す平面図である。
【図１８Ｂ】図１８ＡのＤ－Ｄ断面図である。
【図１９】発光領域の第４のバリエーションにおいて、付加絶縁膜を設けた場合を示す断
面図である。
【図２０Ａ】発光領域の第５のバリエーションを示す平面図である。
【図２０Ｂ】図２０ＡのＥ－Ｅ断面図である。
【図２１】発光領域の第５のバリエーションにおいて、付加絶縁膜を設けた場合を示す断
面図である。
【図２２Ａ】発光領域の第６のバリエーションを示す平面図である。
【図２２Ｂ】図２２ＡのＦ－Ｆ断面図である。
【図２３】発光領域の第６のバリエーションにおいて、付加絶縁膜を設けた場合を示す断
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面図である。
【図２４Ａ】発光領域の第７のバリエーションを示す平面図である。
【図２４Ｂ】図２４ＡのＧ－Ｇ断面図である。
【図２５】発光領域の第７のバリエーションにおいて、付加絶縁膜を設けた場合を示す断
面図である。
【図２６Ａ】発光領域の第８のバリエーションを示す平面図である。
【図２６Ｂ】図２６ＡのＨ－Ｈ断面図である。
【図２７】発光層の第１のバリエーションを示す平面図である。
【図２８】発光層の第２のバリエーションを示す平面図である。
【図２９】発光層の第３のバリエーションを示す平面図である。
【図３０】発光層の第４のバリエーションを示す平面図である。
【図３１】発光層の第５のバリエーションを示す平面図である。
【図３２Ａ】メタルマスク蒸着法で用いられる線蒸着源の例を示す図である。
【図３２Ｂ】メタルマスク蒸着法で用いられる点蒸着源の例を示す図である。
【図３３】メタルマスク蒸着法で用いられるエリアマスクの例を示す図である。
【図３４Ａ】メタルマスク蒸着法で用いられるスリットマスクの例を示す図である。
【図３４Ｂ】メタルマスク蒸着法で用いられるスリットマスクの例を示す図である。
【図３５】メタルマスク蒸着法で用いられるスロットマスクの例を示す図である。
【図３６Ａ】画素パターンの反転配置の第１の例を示す図である。
【図３６Ｂ】画素パターンの反転配置の第１の例を示す図である。
【図３７Ａ】図３６Ａの例における発光層の配置を示す図である。
【図３７Ｂ】図３６Ｂの例における発光層の配置を示す図である。
【図３８】画素パターンの反転配置の第２の例を示す図である。
【図３９Ａ】画素パターンの反転配置の第３の例を示す図である。
【図３９Ｂ】画素パターンの反転配置の第３の例を示す図である。
【図４０Ａ】図３９Ａの例における発光層の配置を示す図である。
【図４０Ｂ】図３９Ｂの例における発光層の配置を示す図である。
【図４１】画素パターンの反転配置の第４の例を示す図である。
【図４２】発光層の構成の例を示す図である。
【図４３】発光層の構成の別の例を示す図である。
【図４４】電子機器の構成を示す概略的なブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１５】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．第１の実施形態
　　１－１．関連技術の説明
　　１－２．表示装置の構成
　　１－３．表示装置の製造方法
　２．第２の実施形態
　３．第３の実施形態
　４．第４の実施形態
　５．発光領域のバリエーション－１
　６．第５の実施形態
　７．第６の実施形態
　８．発光領域のバリエーション－２
　９．発光層のバリエーション
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　１０．画素パターンの配置
　１１．電子機器への適用
　１２．補足
【００１６】
　（１．第１の実施形態）
　（１－１．関連技術の説明）
　はじめに、本開示の実施形態の理解のために、関連技術について説明する。既に述べた
ように、自発光型の表示装置では、さまざまな原因で発光領域の大きさが制限される。そ
の原因の１つが、下部電極を配線パターンに接続するコンタクト部の存在である。これに
ついて、以下で図１および図２を参照して説明する。
【００１７】
　図１は、コンタクト部によって発光領域が制限される例を示す断面図である。図１には
、有機ＥＬ（Electro　Luminescence）ディスプレイ１０が示されている。有機ＥＬディ
スプレイ１０は、基板１１、ＴＦＴ（Thin　Film　Transistor）層２０、平坦化絶縁膜３
０、下部電極４０、発光層５０、上部電極６０、および開口規定絶縁膜７０を有する。Ｔ
ＦＴ層２０は、ゲート電極２１、ゲート絶縁膜２２、半導体層２３、層間絶縁膜２４、お
よび配線パターン２５を含む。有機ＥＬディスプレイ１０は、上部電極６０側から光を取
り出すトップエミッション型の表示装置である。
【００１８】
　図示された有機ＥＬディスプレイ１０において、発光領域Ｅ０は、発光層５０が下部電
極４０と上部電極６０との間に挟まれている領域である。ここで、発光領域Ｅ０は、開口
規定絶縁膜７０に形成された開口部によって規定される。発光領域Ｅ０以外の領域では、
下部電極４０と発光層５０との間に開口規定絶縁膜７０が介在しているため、発光層５０
は発光しない。
【００１９】
　ここで、下部電極４０は、コンタクト部４０ｃで配線パターン２５に電気的に接続され
ている。コンタクト部４０ｃは、下部電極４０が平坦化絶縁膜３０に形成されたコンタク
トホール３０ｃに貫入する部分である。コンタクトホール３０ｃは、平坦化絶縁膜３０を
上下方向に貫通して形成される開口部である。
【００２０】
　図示されているように、有機ＥＬディスプレイ１０における発光領域Ｅ０は、下部電極
４０のコンタクト部４０ｃを含まないように設定される。これは、コンタクト部４０ｃを
発光領域Ｅ０として下部電極４０上に発光層５０を形成すると、形成された段差（配線パ
ターン２５に向かって凹んでいる）のために発光層５０の膜厚が他の部分とは異なってし
まうためである。発光層５０の膜厚が発光領域の中で変化すると、その部分で発光の色度
がずれてしまう。特に、キャビティ設計によって発光層５０の厚さを設定している場合、
色度のずれは特に大きくなる。
【００２１】
　図２は、コンタクト部によって発光領域が制限される例を示す平面図である。上記のよ
うに、有機ＥＬディスプレイ１０では、発光領域Ｅ０が下部電極４０のコンタクト部４０
ｃを含まないように設定される。従って、図示されているように、発光領域Ｅ０の大きさ
は、下部電極４０の大きさに比べて、コンタクト部４０ｃの分だけ小さくなってしまう。
【００２２】
　以下で説明する本開示の実施形態は、上記の例のように、下部電極と配線パターンとの
間のコンタクト部のために発光領域の大きさが制限されないようにし、発光領域をより大
きく設定することを可能にするものである。
【００２３】
　（１－２．表示装置の構成）
　　（全体構成）
　図３は、本開示の第１の実施形態に係る表示装置の構成の例を示す図である。本実施形
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態に係る表示装置は、有機ＥＬディスプレイ１００である。
【００２４】
　図３を参照すると、有機ＥＬディスプレイ１００は、基板１１１上に、赤色発光素子１
１０Ｒ、緑色発光素子１１０Ｇ、および青色発光素子１１０Ｂがマトリクス状に配列され
た表示領域１０１を有する。一組の赤色発光素子１１０Ｒ、緑色発光素子１１０Ｇ、およ
び青色発光素子１１０Ｂによって、画素１１０が構成される。表示領域１０１の周辺には
、映像表示用のドライバとして、信号線駆動回路１０２および走査線駆動回路１０３が設
けられる。
【００２５】
　また、表示領域１０１には、赤色発光素子１１０Ｒ、緑色発光素子１１０Ｇ、および青
色発光素子１１０Ｂにそれぞれ接続される画素駆動回路１０４が設けられる。この画素駆
動回路１０４の構成について、以下で図４を参照してさらに説明する。
【００２６】
　　（画素駆動回路の構成）
　図４は、有機ＥＬディスプレイ１００に設けられる画素駆動回路１０４の構成例を示す
図である。本実施形態において、画素駆動回路１０４は、後述する発光素子の下部電極の
下層に形成されるアクティブ型の駆動回路である。
【００２７】
　図４を参照すると、画素駆動回路１０４には、駆動トランジスタＴｒ１および書き込み
トランジスタＴｒ２が設けられ、駆動トランジスタＴｒ１と書き込みトランジスタＴｒ２
との間にはキャパシタＣｓが接続される。赤色発光素子１１０Ｒ、緑色発光素子１１０Ｇ
、または青色発光素子１１０Ｂは、第１の電源ラインＶｃｃと第２の電源ラインＧＮＤと
の間で駆動トランジスタＴｒ１に直列に接続される。
【００２８】
　ここで、駆動トランジスタＴｒ１および書き込みトランジスタＴｒ２は、一般的な薄膜
トランジスタである。ＴＦＴの構造としては、例えば逆スタガ構造（ボトムゲート型）、
またはスタガ構造（トップゲート型）など、各種の構造が用いられうる。
【００２９】
　また、画素駆動回路１０４では、列方向の信号線１０２Ａと行方向の走査線１０３Ａと
が、それぞれ複数配列される。信号線１０２Ａと走査線１０３Ａとの交点は、それぞれが
赤色発光素子１１０Ｒ、緑色発光素子１１０Ｇ、または青色発光素子１１０Ｂのいずれか
に対応する。それぞれの信号線１０２Ａは上記の信号線駆動回路１０２に接続され、信号
線駆動回路１０２は信号線１０２Ａを介して書き込みトランジスタＴｒ２のソース電極に
画像信号を供給する。同様に、それぞれの走査線１０３Ａは上記の走査線駆動回路１０３
に接続され、走査線駆動回路１０３は走査線１０３Ａを介して書き込みトランジスタＴｒ
２のゲート電極に走査信号を順次供給する。
【００３０】
　　（表示領域の構成）
　図５は、有機ＥＬディスプレイ１００における表示領域１０１の平面構成の例を示す図
である。図５に示すように、表示領域１０１には、赤色発光素子１１０Ｒ、緑色発光素子
１１０Ｇ、および青色発光素子１１０Ｂがマトリクス状に配列される。一組の赤色発光素
子１１０Ｒ、緑色発光素子１１０Ｇ、および青色発光素子１１０Ｂは、画素１１０を構成
する。
【００３１】
　図６は、図５の緑色発光素子１１０Ｇ部分のＩ－Ｉ断面図である。なお、以下で説明し
る構造は、赤色発光素子１１０Ｒ、および青色発光素子１１０Ｂの部分についても同様で
ある。図６に示すように、基板１１１上には、基板１１１側から順に、ＴＦＴ層１２０、
平坦化絶縁膜１３０、下部電極１４０、発光層１５０、上部電極１６０、および開口規定
絶縁膜１７０が形成される。上部電極１６０上には、図示しない封止用基板が配置される
。上部電極１６０と封止用基板との間には、保護層などのさらなる層が形成されてもよい
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。下部電極１４０、発光層１５０、および上部電極１６０によって、発光素子が構成され
る。なお、有機ＥＬディスプレイ１００は、発光素子の光が上部電極１６０側から取り出
されるトップエミッション型の表示装置である。
【００３２】
　基板１１１は、平坦面を有する支持体である。基板１１としては、例えば、石英、ガラ
ス、金属箔、または樹脂製のフィルムやシートなどが用いられる。
【００３３】
　ＴＦＴ層１２０は、ゲート電極１２１、ゲート絶縁膜１２２、半導体層１２３、層間絶
縁膜１２４、および配線パターン１２５を含む。ＴＦＴ層１２０には、例えば図４に示し
た駆動トランジスタＴｒ１、書き込みトランジスタＴｒ２、およびキャパシタＣｓなどを
含む画素駆動回路が形成される。ゲート電極１２１は、例えばＭｏによって形成されうる
。また、配線パターン１２５は、例えばＴｉ／Ａｌ／Ｔｉの積層構造によって形成されう
る。
【００３４】
　ここで、上述の通り、ＴＦＴの構造としては各種の構造を用いることが可能である。従
って、図示されたボトムゲート構造のＴＦＴ層１２０は一例にすぎず、ＴＦＴ層１２０は
トップゲート構造であってもよい。また、ＴＦＴ層１２０には、例えばアモルファスシリ
コン（ａ－Ｓｉ）ＴＦＴ、低温ポリシリコン（ＬＴＰＳ：Low-Temperature　Poly　Silic
on）ＴＦＴ、有機ＴＦＴ、または透明酸化物半導体（ＴＯＳ：Transparent　Oxide　Semi
conductor）ＴＦＴなど、各種のＴＦＴを形成することが可能である。なお、例えばスマ
ートフォンや携帯電話などのモバイル機器における高精細化のためには移動度が高いＬＴ
ＰＳが適し、フレキシブルパネルには折り曲げに強い有機ＴＦＴが適し、大型ディスプレ
イには大型プロセスに対応可能なａ－ＳｉやＴＯＳが適する。
【００３５】
　平坦化絶縁膜１３０は、ＴＦＴ層１２０の表面を平坦化するために設けられる。平坦化
絶縁膜１３０には、コンタクトホール１３０ｃが形成される。コンタクトホール１３０ｃ
は、平坦化絶縁膜１３０を上下方向に貫通して形成される開口部であり、そこに下部電極
１４０のコンタクト部１４０ｃが貫入して配線パターン１２５に電気的に接続される。そ
のため、平坦化絶縁膜１３０は、例えばポリイミド系の有機材料、または酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯ２）などの無機材料のような、パターン精度がよい材料によって形成されることが望
ましい。
【００３６】
　下部電極１４０は、発光素子のアノードであり、上述のようにコンタクトホール１３０
ｃに貫入するコンタクト部１４０ｃによってＴＦＴ層１２０の配線パターン１２５に電気
的に接続される。下部電極１４０は、発光素子ごとに設けられ、例えばＩＴＯ（Indium　
Tin　Oxide）／Ａｌ合金、またはＡｌ合金のような金属材料で形成される。なお、後述す
るように有機ＥＬディスプレイ１００はボトムエミッション型であってもよいが、その場
合、下部電極１４０は、例えばＩＴＯを用いて、厚さが数十ｎｍ～数百ｎｍの透明電極と
して形成される。
【００３７】
　発光層１５０は、発光素子の色に対応する所定の波長範囲に少なくとも１つのピーク波
長を有する発光材料を含んで形成され、下部電極１４０と上部電極１６０との間に電圧が
印加されることによって発光する層である。発光層１５０は、例えば、アノード側から正
孔注入層、正孔輸送層、発光材料層、電子輸送層、電子注入層の積層構造によって形成さ
れる。本実施形態では、発光層１５０が発光素子ごとに塗り分けられてもいる。この場合
、塗り分けられるのは発光材料層だけであり、正孔注入層など他の層は表示領域１０１の
全面に共通して形成されてもよい。発光層１５０は、印刷または転写によって形成されて
もよく、蒸着によって形成されてもよい。
【００３８】
　上部電極１６０は、発光素子のカソードであり、低抵抗化のために表示領域１０１の全
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面に共通して設けられる。つまり、上部電極１６０は、各発光素子の共通電極である。上
部電極１６０は、例えば膜厚数ｎｍ～数十ｎｍのＭｇＡｇ（薄膜化することで半透明電極
になる）、または膜厚数十ｎｍ～数百ｎｍのＩＺＯ（Indium　Zinc　Oxide；透明電極）
などを用いて形成されうる。なお、有機ＥＬディスプレイ１００がボトムエミッション型
である場合、上部電極１６０は、例えば膜厚数十ｎｍ～数百ｎｍのＭｇＡｇなどを用いて
形成されうる。
【００３９】
　開口規定絶縁膜１７０は、下部電極１４０と上部電極１６０との間の絶縁性を確保する
とともに、形成された開口部によって発光領域を規定する。開口規定絶縁膜１７０は、例
えば酸化ケイ素などの無機絶縁材料によって形成されてもよい。あるいは、開口規定絶縁
膜１７０は、上記の無機絶縁材料の上に、感光性ポリイミドなどの感光性樹脂を積層して
形成されてもよい。
【００４０】
　上記のような有機ＥＬディスプレイ１００において、発光領域Ｅ１は、発光層１５０が
下部電極１４０と上部電極１６０との間に挟まれている領域である。発光領域Ｅ１は、開
口規定絶縁膜１７０に形成された開口部によって規定される。発光領域Ｅ１以外の領域で
は、下部電極１４０と発光層１５０との間に開口規定絶縁膜１７０が介在しているため、
発光層１５０は発光しない。
【００４１】
　図示されているように、発光領域Ｅ１は、下部電極１４０のコンタクト部１４０ｃを含
んで設定される。上述のように、コンタクト部１４０ｃを発光領域Ｅ１に含め、コンタク
ト部１４０ｃで下部電極１４０上に発光層１５０を形成すると、形成された段差（配線パ
ターン１２５に向かって凹んでいる）のために発光層１５０の膜厚が他の部分とは異なる
ことによって、発光の色度のずれが生じる。そこで、本実施形態では、発光の色度のずれ
を、発光領域Ｅ１に設けられるカラーフィルタ（図示せず）を用いてカットすることによ
って、コンタクト部１４０ｃを含む発光領域Ｅ１を設定することを可能にする。
【００４２】
　図７は、本開示の第１の実施形態に係る表示装置の発光素子部分を示す平面図である。
上記のように、有機ＥＬディスプレイ１００では、発光領域Ｅ１が下部電極１４０のコン
タクト部１４０ｃを含んで設定される。従って、図示されているように、発光領域Ｅ１の
大きさを、下部電極１４０の大きさに近づけることが可能である。つまり、図２の例の有
機ＥＬディスプレイ１０の発光領域Ｅ０に比べて、発光領域Ｅ１の大きさは少なくともコ
ンタクト部１４０ｃの分だけ大きくなる。
【００４３】
　これによって、有機ＥＬディスプレイ１００では、例えば上記の有機ＥＬディスプレイ
１０に比べて、表示領域に占める発光領域の割合が増加する。従って、有機ＥＬディスプ
レイ１００は、有機ＥＬディスプレイ１０よりも効率的に発光することが可能である。
【００４４】
　また、下部電極１４０は、上記のように光を透過しない金属材料で形成されるため、下
部電極１４０に入射した光は全反射する。従って、発光領域Ｅ１のコンタクト部１４０ｃ
にあたる部分では、発光層１５０から放出された光が下部電極１４０で反射して上部電極
１６０側、すなわち光の取り出し側に向かう。つまり、発光領域Ｅ１のコンタクト部１４
０ｃにあたる部分では、側面の下部電極１４０によって、例えば特開２００８－２１８２
９６号公報に記載されたような反射面の効果が得られるため、発光の横方向のロスが減少
し、光の取り出し効率が向上する。
【００４５】
　さらに、例えば、特開２００７－１７１８２８号公報、特開２０１２－０８８７２４号
公報、または特開２０１２－０８８７２５号公報に記載されたように、発光素子が逆バイ
アス状態で容量性素子として機能するようにＴＦＴ層１２０に画素駆動回路を形成した場
合、発光領域Ｅ１のコンタクト部１４０ｃにあたる部分では、形成された段差の分だけ、
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面積あたりの容量が大きくなる。つまり、発光領域Ｅ１の他の部分では発光素子によって
平板キャパシタが構成されるのに対して、コンタクト部１４０ｃでは発光素子によってト
レンチキャパシタが構成される。従って、発光領域Ｅ１をコンタクト部１４０ｃを含む領
域まで拡大することで、単純な面積の拡大分以上に、キャパシタとしての容量が増加する
。
【００４６】
　なお、上記のキャパシタ容量についての利点は、有機ＥＬディスプレイ１００がトップ
エミッション型である場合には限られない。例えば、有機ＥＬディスプレイ１００は、下
部電極１４０（アノード）をＩＴＯなどの透明電極とし、発光素子の光が基板１１１側か
ら取り出されるボトムエミッション型の表示装置であってもよい。この場合、コンタクト
部１４０ｃと基板１１１との間には配線パターン１２５（Ｔｉ／Ａｌ／Ｔｉなどのような
金属材料で形成され、光を透過しない）が存在するため、発光領域Ｅ１をコンタクト部１
４０ｃを含む領域まで拡大しても、発光面積は変わらない。しかし、この場合であっても
、上記のように発光素子が逆バイアス状態で容量性素子として機能するように画素駆動回
路を形成するのであれば、発光領域Ｅ１が拡大したことによるキャパシタ容量の増加の利
点を享受することができる。
【００４７】
　（１－３．表示装置の製造方法）
　図８は、本開示の第１の実施形態に係る表示装置の製造方法を示すフローチャートであ
る。図８を参照すると、本実施形態に係る表示装置である有機ＥＬディスプレイ１００の
製造方法では、まず、ＴＦＴ基板工程が実行される（ステップＳ１０１）。ＴＦＴ基板工
程は、基板１１１上に配線パターン１２５を含むＴＦＴ層１２０を形成する工程である。
上記のように、ＴＦＴ層１２０には各種のＴＦＴ構造を適用することが可能であるため、
ＴＦＴ基板工程は適用されるＴＦＴ構造によって異なる。ＴＦＴ基板工程では、それぞれ
のＴＦＴ構造に応じた公知の技術を適用することが可能であるためここでは詳細な説明を
省略する。また、カラーフィルタを配置する工程についても、カラーフィルタは公知の技
術に従って任意の位置に配置されうるため、図示を省略している。
【００４８】
　次に、平坦化絶縁膜１３０（第１の絶縁膜層）を形成する（ステップＳ１０３）。上記
のように、平坦化絶縁膜１３０にはコンタクトホール１３０ｃが形成される。図示された
製造方法では、パターニングによって平坦化絶縁膜１３０にコンタクトホール１３０ｃを
形成する。より具体的には、まず感光性ポリイミドなどで形成された絶縁膜をＴＦＴ層１
２０上に配置し、続いてコンタクトホール１３０ｃに対応する部分に開口を有するマスク
を用いて露光することで、コンタクトホール１３０ｃを形成する。
【００４９】
　次に、下部電極１４０（アノード層）を形成する（ステップＳ１０５）。下部電極１４
０は、各発光素子に対応した形状にパターニングされる。
【００５０】
　次に、開口規定絶縁膜１７０（第２の絶縁膜層）を形成する（ステップＳ１０７）。開
口規定絶縁膜１７０は、例えば、下部電極１４０上に酸化ケイ素などの無機絶縁材料を成
膜した後、これに感光性樹脂を積層させてパターニングすることによって形成される。こ
こで、開口規定絶縁膜１７０は、下部電極１４０のコンタクト部１４０ｃを含む領域が開
口になるようにパターニングされる。
【００５１】
　次に、発光層１５０を形成する（ステップＳ１０９）。ＯＬＥＤの特徴である広色再現
性（例えばＮＴＳＣ（National　Television　System　Committee）比１００％以上）を
実現するためには、画素を構成する各色の発光層（発光材料層）を、発光素子ごとに塗り
分けるのがよい。本実施形態では、発光層１５０が、印刷または転写によって、赤色発光
素子１１０Ｒ、緑色発光素子１１０Ｇ、および青色発光素子１１０Ｂのそれぞれについて
塗り分けられる。一方、後述する本開示の他の実施形態では、発光層１５０が蒸着によっ
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て形成される。この場合、発光層１５０は、２つ以上の色の発光素子に共通して形成され
たり、表示領域１０１の全面に形成されたりしてもよい（詳細は後述）。
【００５２】
　次に、上部電極１６０（カソード層）を形成する（ステップＳ１１１）。上部電極１６
０は、低抵抗化のために、表示領域１０１の全面に形成されうる。
【００５３】
　さらに、付加的な工程として、上部電極１６０上に保護層が形成されてもよい（ステッ
プＳ１１３）。保護層は、例えば無機アモルファス性の絶縁性材料で形成されうる。保護
層も、上部電極と同様に表示領域の全面に形成されうる。
【００５４】
　（２．第２の実施形態）
　次に、図９を参照して、本開示の第２の実施形態について説明する。図９は、本開示の
第２の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。なお、以下で説明する点を除
いて、本実施形態の構成は上記の第１の実施形態の構成と同様である。
【００５５】
　図９に示されるように、本開示の第２の実施形態に係る表示装置である有機ＥＬディス
プレイ２００では、発光層２５０が、複数の発光素子に共通して形成される。発光層２５
０を共有する各発光素子では、カラーフィルタ（図示せず）が設けられ、発光層の光から
各発光素子に対応する色の光を取り出す。ここで設けられるカラーフィルタは、コンタク
ト部１４０ｃの部分で発光層２５０の膜厚が他の部分と異なることによって生じる発光の
色度のずれをカットするためにも用いられる。
【００５６】
　このように共通形成される発光層２５０の例としては、赤色（Ｒ）および緑色（Ｇ）（
黄色（Ｙ）が加えられてもよい）の発光素子に共通して形成される黄色発光層、赤色（Ｒ
）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）（白色（Ｗ）が加えられてもよい）の発光素子に共通して形
成される白色発光層などがある。白色発光層の場合、画素を構成するすべての発光素子が
共通の発光層を用いることになるため、発光層２５０は表示領域１０１の全面に形成され
る。
【００５７】
　例えば、発光層を共通形成することで、発光層を発光素子ごとに塗り分ける場合に比べ
て高い解像度を実現することが可能である。例えば、第１の実施形態のように発光層を発
光素子ごとに塗り分ける場合、現在のメタルマスク蒸着技術では解像度２００ｐｐｉ程度
が限界であるために、それ以上の解像度の場合には印刷または転写によって発光層を形成
する。
【００５８】
　一方、発光層を青色（Ｂ）および黄色（Ｙ）の２色の塗り分けとすれば、解像度３００
ｐｐｉ程度までメタルマスク蒸着技術で製造することが可能である。また、発光層を白色
（Ｗ）１色のみとして表示領域１０１の全面に形成すれば、解像度５００ｐｐｉ程度まで
メタルマスク蒸着技術で製造することが可能である。
【００５９】
　なお、発光層の塗り分けやカラーフィルタの配置に関するバリエーションについては、
後でさらに詳しく説明する。
【００６０】
　（３．第３の実施形態）
　次に、図１０を参照して、本開示の第３の実施形態について説明する。図１０は、本開
示の第３の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。なお、以下で説明する点
を除いて、本実施形態の構成は上記の第１の実施形態の構成と同様である。
【００６１】
　図１０に示されるように、本開示の第３の実施形態に係る表示装置である有機ＥＬディ
スプレイ３００では、第１の実施形態で設けられていた開口規定絶縁膜１７０が存在しな
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い。つまり、有機ＥＬディスプレイ３００では、下部電極１４０の全体に対応して発光層
１５０が形成され、その上に上部電極１６０が形成される。
【００６２】
　従って、有機ＥＬディスプレイ３００では、下部電極１４０が形成された領域の全体が
、発光層１５０が下部電極１４０と上部電極１６０に挟まれる発光領域Ｅ１になる。つま
り、本実施形態において、発光領域Ｅ１を規定しているのは下部電極１４０である。
【００６３】
　例えば、図１の例に示した有機ＥＬディスプレイ１０のように、発光領域Ｅ０からコン
タクト部４０ｃを除外する場合、コンタクト部４０ｃに対応する領域では下部電極４０と
上部電極６０との間を絶縁しなければならないために、開口規定絶縁膜７０が設けられる
。これに対して、有機ＥＬディスプレイ３００では、発光領域Ｅ１がコンタクト部１４０
ｃを含むために、下部電極１４０が形成される領域の全体で、下部電極１４０と上部電極
１６０との間を絶縁する必要がなく、開口規定絶縁膜１７０を省略した簡単な構成とする
ことが可能である。
【００６４】
　（４．第４の実施形態）
　次に、図１１を参照して、本開示の第４の実施形態について説明する。図１１は、本開
示の第４の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。なお、以下で説明する点
を除いて、本実施形態の構成は上記の第１の実施形態の構成と同様である。
【００６５】
　図１１に示されるように、本開示の第４の実施形態に係る表示装置である有機ＥＬディ
スプレイ４００では、発光層２５０が、複数の発光素子に共通して形成される。発光層２
５０を共有する各発光素子では、カラーフィルタ（図示せず）が設けられ、発光層の光か
ら各発光素子に対応する色の光を取り出す。ここで設けられるカラーフィルタは、コンタ
クト部１４０ｃの部分で発光層２５０の膜厚が他の部分と異なることによって生じる発光
の色度のずれをカットするためにも用いられる。
【００６６】
　さらに、有機ＥＬディスプレイ４００では、開口規定絶縁膜１７０が存在しない。つま
り、有機ＥＬディスプレイ４００では、下部電極１４０の全体に対応して発光層１５０が
形成され、その上に上部電極１６０が形成される。従って、有機ＥＬディスプレイ４００
では、下部電極１４０が形成された領域の全体が、発光層１５０が下部電極１４０と上部
電極１６０に挟まれる発光領域Ｅ１になる。つまり、本実施形態において、発光領域Ｅ１

を規定しているのは下部電極１４０である。
【００６７】
　以上の説明からわかるように、本実施形態は、上記の第２の実施形態における発光層の
共通形成と、第３の実施形態における開口規定絶縁膜の省略とを組み合わせた実施形態で
ある。従って、効果としても、これらの実施形態のそれぞれの効果が得られる。
【００６８】
　（５．発光領域のバリエーション－１）
　次に、図１２Ａ～図１４Ｄを参照して、本開示の第１～第４の実施形態における発光領
域のバリエーションを、第１～第３のバリエーションとして説明する。以下で説明する発
光領域のバリエーションは、発光層２５０が共通形成され開口規定絶縁膜１７０が設けら
れる第２の実施形態をベースに説明されているが、同様に第１の実施形態にも適用可能で
ある。また、第２のバリエーション以外は、第３、第４の実施形態にも適用可能である。
【００６９】
　なお、以下の説明の図では、有機ＥＬディスプレイの構成を単純化し、配線パターン１
２５、平坦化絶縁膜１３０、下部電極１４０、発光層２５０、上部電極１６０、および開
口規定絶縁膜１７０のみを図示している。
【００７０】
　図１２Ａは、発光領域の第１のバリエーションを示す平面図である。図１２Ｂは、図１
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２ＡのＡ－Ａ断面図である。この例では、１つの発光素子について、発光領域Ｅ２が一体
的に形成される。平坦化絶縁膜１３０にはコンタクトホール１３０ｃが１つ形成され、下
部電極１４０はこのコンタクトホール１３０ｃに貫入するコンタクト部１４０ｃを１つ有
する。コンタクト部１４０ｃは、図示されているように発光領域Ｅ２の中央付近に位置し
てもよいし、図７に示したように発光領域の周辺部分に位置してもよい。
【００７１】
　図１３Ａは、発光領域の第２のバリエーションを示す平面図である。図１３Ｂは、図１
３ＡのＢ－Ｂ断面図である。この例では、１つの発光素子について、複数に分離した発光
領域Ｅ３が形成される。発光領域Ｅ３は、例えば、特開２００８－２１８２９６号公報に
記載されたような技術を利用して、開口規定絶縁膜１７０の開口部の側面に形成された下
部電極１４０による全反射の効果を最大化するように設計された領域でありうる。
【００７２】
　上記の技術において、全反射の効果を最大化するためには、発光領域となる開口部があ
る程度以下の大きさであることが望ましい。一例として、開口部の大きさ、すなわち各発
光領域の断面積は、５μｍ程度であることが望ましい。また、開口部の側面は回転放物面
であることが望ましいため、各発光領域の断面形状は円形になる。従って、発光領域Ｅ３

は、所定の断面積以下の円形の発光領域の集合になる。
【００７３】
　ここでも、発光面積は大きい方がよいため、発光領域Ｅ３を構成する各発光領域は、例
えば発光素子に対応する所定の領域Ｒに可能な限り高い密度で充填されることが望ましい
。本開示の実施形態では、下部電極１４０のコンタクト部１４０ｃに対応する領域も発光
領域Ｅ３に含めることが可能であるため、任意の充填パターンで各発光領域を配置でき、
反射面による効果を得るとともに、表示領域に占める発光領域の割合を増加させることが
できる。
【００７４】
　図１４Ａは、発光領域の第３のバリエーションを示す平面図である。図１４Ｂは、図１
４ＡのＣ－Ｃ断面図の第１の例である。この例では、１つの発光素子について、発光領域
Ｅ４が一体的に形成される。第１のバリエーションとの違いとして、平坦化絶縁膜１３０
にはコンタクトホール１３０ｃが複数（図示された例では６つ）形成され、下部電極１４
０はこれらのコンタクトホール１３０ｃに貫入するコンタクト部１４０ｃを同じ数だけ（
図示された例では６つ）有する。なお、コンタクト部１４０ｃの位置は、図示された例に
限らず任意に設定されうる。
【００７５】
　この例では、それぞれのコンタクト部１４０ｃにおいて、下部電極１４０によって形成
された側面での反射効果を得ることを目的としている。つまり、特開２００８－２１８２
９６号公報でいうところの凹面鏡部にあたる部分が、コンタクト部１４０ｃの側面の下部
電極１４０によって形成される。そのために、発光領域Ｅ４の中には、断面形状が円形の
コンタクト部１４０ｃが複数配置される。なお、発光領域Ｅ４の断面形状は、図示された
矩形には限られず、例えば円形のコンタクト部１４０ｃを充填配置しやすい六角形などで
あってもよい。
【００７６】
　図１４Ｃは、図１４ＡのＣ－Ｃ断面図の第２の例である。第１の例との違いとして、各
コンタクト部１４０ｃが接続される配線パターン１２５が、コンタクト部１４０ｃごとに
複数の部分に分離している。これらの配線パターン１２５は、そのいずれもがＴＦＴ層１
２０の画素駆動回路に接続されていてもよいし、画素駆動回路には接続されないものが含
まれていてもよい。画素駆動回路に接続されない配線パターンを、以下ではダミー配線パ
ターン１２５ｄと称する。なお、ダミー配線パターン１２５ｄが導電性の素材で形成され
る場合、ダミー配線パターン１２５ｄは下部電極１４０に接続しているため、配線パター
ン１２５と下部電極１４０とダミー配線パターン１２５ｄとは等電位になる。ダミー配線
パターン１２５ｄは、例えば配線パターン１２５と同様にＴｉ／Ａｌ／Ｔｉなどのような
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金属材料で形成されうる。
【００７７】
　一方、ダミー配線パターン１２５ｄに接続される下部電極１４０の部分は、コンタクト
部１４０ｃと同様の形状は有しているものの、画素駆動回路に電気的に接続されないため
機能が異なる。このような部分を、以下ではダミーコンタクト部１４０ｄと称する。画素
駆動回路との電気的な接続については、下部電極１４０は、コンタクト部１４０ｃを１つ
有すれば十分である。従って、反射効果を得るために設けられる他の部分は、ダミーコン
タクト部１４０ｄとすることが可能である。
【００７８】
　ダミーコンタクト部１４０ｄが設けられる場合、平坦化絶縁膜１３０には、コンタクト
部１４０ｃの数よりも多くのコンタクトホール１３０ｃが形成される。コンタクトホール
１３０ｃの一部にはコンタクト部１４０ｃが貫入し、残りにはダミーコンタクト部１４０
ｄが貫入する。
【００７９】
　図１４Ｄは、図１４ＡのＣ－Ｃ断面図の第３の例である。ここでは、ダミーコンタクト
部１４０ｄに対応する部分にはダミー配線パターン１２５ｄが設けられない。ダミーコン
タクト部１４０ｄは画素駆動回路に電気的に接続されないため、ダミーコンタクト部１４
０ｄに対応するダミー配線パターン１２５ｄは、必ずしも設けられなくてもよい。ただし
、平坦化絶縁膜１３０にダミー配線パターン１２５ｄが設けられる方が、パターニングに
よるコンタクトホール１３０ｃの加工は容易である。
【００８０】
　（６．第５の実施形態）
　次に、図１５を参照して、本開示の第５の実施形態について説明する。図１５は、本開
示の第５の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。なお、以下で説明する点
を除いて、本実施形態の構成は上記の第１の実施形態の構成と同様である。
【００８１】
　図１５に示されるように、本開示の第５の実施形態に係る表示装置である有機ＥＬディ
スプレイ５００では、下部電極５４０が開口規定絶縁膜１７０の開口部の側面に沿って立
ち上がり、開口規定絶縁膜１７０の上面に達している。図示された例では、第１の実施形
態における下部電極１４０と同様の形状であり、ＴＦＴ層１２０の配線パターン１２５に
電気的に接続されるコンタクト部５４０ｃを有する第１の下部電極５４０ａと、第１の下
部電極５４０ａに電気的に接続されて開口規定絶縁膜１７０の側面に沿って立ち上がる第
２の下部電極５４０ｂとが設けられている。
【００８２】
　この場合、第１の下部電極５４０ａは、配線パターン１２５と第２の下部電極５４０ｂ
とを電気的に接続する機能を有するため、配線パターン１２５と同じ、例えばＡｌ，Ｍｏ
，Ｃｕなどの各種金属によって形成されうる。一方、第２の下部電極５４０ｂは、発光層
１５０に面するため、反射率が高い金属材料で形成されることが望ましい。第２の下部電
極５４０ｂは、例えばＡｇ，Ａｌ合金、Ａｇ合金などによって形成されることが望ましい
。
【００８３】
　本実施形態に係る有機ＥＬディスプレイ５００では、例えば特開２００７－１７１８２
８号公報、特開２０１２－０８８７２４号公報、または特開２０１２－０８８７２５号公
報に記載されたように、発光素子が逆バイアス状態で容量性素子として機能するようにＴ
ＦＴ層１２０に画素駆動回路を形成した場合、発光層１５０が下部電極５４０と上部電極
１６０との間に挟まれている面積が増加することで、容量性素子の容量が増加する。また
、開口規定絶縁膜１７０の開口部の側面ではトレンチキャパシタが構成されるため、単純
な面積の拡大分以上に、キャパシタとしての容量が増加する。発光素子が容量性素子とし
て機能する場合の容量が増加すると、例えば、ＤＯＣ回路（ドロップアウト補償回路）の
駆動マージンを上げることができる。
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【００８４】
　かかるキャパシタ容量についての利点は、有機ＥＬディスプレイ５００がトップエミッ
ション型である場合には限られない。例えば、有機ＥＬディスプレイ５００は、下部電極
５４０（アノード）をＩＴＯなどの透明電極とし、発光素子の光が基板１１１側から取り
出されるボトムエミッション型の表示装置であってもよい。
【００８５】
　また、有機ＥＬディスプレイ５００では、発光層１５０が下部電極５４０と上部電極１
６０との間に挟まれている面積が増加することで、発光素子における発光開口率も増加す
る。発光開口率が増加すると、例えば、発光素子における電流密度が下がるため、長寿命
化や焼き付きの改善が期待される。
【００８６】
　なお、本実施形態において、開口規定絶縁膜１７０に形成された開口部によって規定さ
れる発光領域に、下部電極５４０のコンタクト部５４０を含めるか否かは任意である。図
１５に示された例のように、発光領域は必ずしもコンタクト部５４０ｃを含んでいなくて
もよい。
【００８７】
　（７．第６の実施形態）
　次に、図１６および図１７を参照して、本開示の第６の実施形態について説明する。図
１６は、本開示の第６の実施形態に係る表示装置の表示領域の断面図である。なお、以下
で説明する点を除いて、本実施形態の構成は上記の第５の実施形態の構成と同様である。
【００８８】
　図１６に示されるように、本開示の第６の実施形態に係る表示装置である有機ＥＬディ
スプレイ６００では、開口規定絶縁膜１７０上に付加絶縁膜６８０が設けられる。付加絶
縁膜６８０は、開口規定絶縁膜１７０上の下部電極５４０（図示された例では第２の下部
電極５４０）を覆うように設けられ、開口規定絶縁膜１７０の開口を含むように開口が形
成される。ただし、付加絶縁膜６８０の開口は、開口規定絶縁膜１７０上にある下部電極
５４０の端部を含まない。つまり、付加絶縁膜６８０は、少なくとも開口規定絶縁膜１７
０の開口に対応する領域を開口として確保するとともに、開口規定絶縁膜１７０上にある
下部電極５４０の端部を覆う。
【００８９】
　下部電極５４０は、上記の第１の実施形態における下部電極１４０と同様にパターニン
グによって形成されうるが、この場合端部が不規則な形状になることが多い。例えば下部
電極５４０の端部に鋭利な突起が形成された状態でその上に発光層１５０を形成し、さら
にその上に上部電極１６０を形成すると、突起が発光層１５０を貫通して上部電極１６０
に接触し、ショートが発生してしまう可能性がある。それゆえ、本実施形態では、下部電
極５４０の端部を覆うように付加絶縁膜６８０を形成し、発光層１５０および上部電極１
６０を下部電極５４０の端部から分離することによって、ショートの発生を防止する。
【００９０】
　図１７は、本開示の第５または第６の実施形態に係る表示装置の製造方法を示すフロー
チャートである。なお、図８に示した製造方法と同様の工程については、同じ符号を付す
ることによって詳細な説明を省略する。図１７を参照すると、有機ＥＬディスプレイの製
造方法では、まず、ＴＦＴ基板工程が実行される（ステップＳ１０１）。次に、平坦化絶
縁膜１３０（第１の絶縁膜層）を形成する（ステップＳ１０３）。平坦化絶縁膜１３０に
は、パターニングによってコンタクトホール１３０ｃが形成される。
【００９１】
　次に、第１の下部電極５４０ａ（第１のアノード層）を形成する（ステップＳ２０１）
。第１の下部電極５４０ａは、各発光素子に対応した形状にパターニングされうる。なお
、後述するように、開口規定絶縁膜１７０の開口の領域が下部電極５４０のコンタクト部
分５４０ｃを含む場合、下部電極５４０は一体的に形成されうる。この場合、ステップＳ
２０１の形成工程が省略される。
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【００９２】
　次に、開口規定絶縁膜１７０（第２の絶縁膜層）を形成する（ステップＳ２０３）。開
口規定絶縁膜１７０は、例えば、下部電極１４０上に酸化ケイ素などの無機絶縁材料を成
膜した後、これに感光性樹脂を積層させてパターニングすることによって形成される。こ
こで、開口規定絶縁膜１７０のパターニングにあたり、下部電極５４０のコンタクト部５
４０ｃを含む領域を開口としてパターニングするか、コンタクト部５４０ｃを含まない領
域を開口としてパターニングするかは任意である。
【００９３】
　次に、第２の下部電極５４０ｂ（第２のアノード層）を形成する（ステップＳ２０５）
。第２の下部電極５４０ｂは、各発光素子に対応した形状にパターニングされうる。上記
のように、開口規定絶縁膜１７０の開口の領域がコンタクト部分５４０ｃを含む場合、下
部電極５４０はこのステップＳ２０５の形成工程において一体的に形成されうる。
【００９４】
　次に、第６の実施形態では、付加絶縁膜６８０（第３の絶縁膜層）を形成する（ステッ
プＳ２０７）。付加絶縁膜６８０は、例えば開口規定絶縁膜１７０と同様の材料によって
形成されうる。例えば、付加絶縁膜６８０は、開口規定絶縁膜１７０および下部電極５４
０の上に酸化ケイ素などの無機絶縁材料を成膜した後、これに感光性樹脂を積層させてパ
ターニングすることによって形成される。ここで、付加絶縁膜６８０は、開口規定絶縁膜
１７０に設けられた開口部を含む領域が開口になるようにパターニングされる。なお、第
５の実施形態では、このステップＳ２０７の形成工程は省略される。
【００９５】
　次に、発光層１５０を形成し（ステップＳ１０９）、さらに上部電極１６０（カソード
層）を形成する（ステップＳ１１１）。さらに、付加的な工程として、上部電極１６０上
に保護層が形成されてもよい（ステップＳ１１３）。
【００９６】
　（８．発光領域のバリエーション－２）
　次に、図１８Ａ～図２６Ｂを参照して、本開示の第５および第６の実施形態における発
光領域のバリエーションを、第４～第８のバリエーションとして説明する。以下で説明す
る発光領域のバリエーションは、上記の第５の実施形態において、発光層２５０が共通形
成される変形例をベースに説明されているが、同様に変形例でない第５の実施形態および
第６の実施形態にも適用可能である。
【００９７】
　なお、以下の説明の図では、有機ＥＬディスプレイの構成を単純化し、配線パターン１
２５、平坦化絶縁膜１３０、下部電極５４０、発光層２５０、上部電極１６０、開口規定
絶縁膜１７０、および付加絶縁膜６８０のみを図示している。
【００９８】
　図１８Ａは、発光領域の第４のバリエーションを示す平面図である。図１８Ｂは、図１
８ＡのＤ－Ｄ断面図である。図示された例の構成は、上記で図１５を参照して説明した第
５の実施形態と同様の構成であり、発光領域Ｅ５が第１の下部電極５４０ａのコンタクト
部５４０ｃを含まずに形成される。
【００９９】
　図１９は、発光領域の第４のバリエーションにおいて、付加絶縁膜を設けた場合を示す
断面図である。図示された例の構成は、上記で図１６を参照して説明した第６の実施形態
と同様の構成であり、発光領域Ｅ５が第１の下部電極５４０ａのコンタクト部５４０ｃを
含まずに形成される。また、第２の下部電極５４０ｂの端部と発光層１５０との間に付加
絶縁膜６８０が形成される。
【０１００】
　図２０Ａは、発光領域の第５のバリエーションを示す平面図である。図２０Ｂは、図２
０ＡのＥ－Ｅ断面図である。この例では、１つの発光素子について、発光領域Ｅ６が一体
的に形成される。平坦化絶縁膜１３０にはコンタクトホール１３０ｃが１つ形成され、第
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１の下部電極５４０ａはこのコンタクトホール１３０ｃに貫入するコンタクト部５４０ｃ
を１つ有する。コンタクト部５４０ｃは、発光領域Ｅ６に含まれる。コンタクト部５４０
ｃは、図示されているように発光領域Ｅ６の中央付近に位置してもよいし、あるいは発光
領域Ｅ６の周辺部分に位置してもよい。
【０１０１】
　図２１は、発光領域の第５のバリエーションにおいて、付加絶縁膜を設けた場合を示す
断面図である。図示された例の構成では、第１の下部電極５４０ａのコンタクト部５４０
ｃが発光領域Ｅ６に含まれるとともに、第２の下部電極５４０ｂの端部と発光層１５０と
の間に付加絶縁膜６８０が形成される。
【０１０２】
　図２２Ａは、発光領域の第６のバリエーションを示す平面図である。図２２Ｂは、図２
２ＡのＦ－Ｆ断面図である。この例では、１つの発光素子について、複数の分離したキャ
ビティ部分を含む発光領域Ｅ７が形成される。発光領域Ｅ７は、例えば、特開２００８－
２１８２９６号公報に記載されたような技術を利用して、開口規定絶縁膜１７０の開口部
の側面に形成された第２の下部電極５４０ｂによる全反射の効果を最大化するように設計
された領域でありうる。上記の第２のバリエーションとの違いとして、第２の下部電極５
４０ｂが開口規定絶縁膜１７０上にも形成されるため、各キャビティ部分が分離した発光
領域になるのではなく、一体的な発光領域が形成される。
【０１０３】
　上記の技術において、全反射の効果を最大化するためには、発光領域となる開口部があ
る程度以下の大きさであることが望ましい。一例として、開口部の大きさ、すなわち各キ
ャビティ部分の断面積は、５μｍ程度であることが望ましい。また、開口部の側面は回転
放物面であることが望ましいため、各キャビティ部分の断面形状は円形になる。従って、
発光領域Ｅ７は、所定の断面積以下の円形の発光領域の集合になる。
【０１０４】
　ここでも、発光面積は大きい方がよいため、発光領域Ｅ７に含まれる各キャビティ部分
は、例えば発光領域Ｅ７に可能な限り高い密度で充填されることが望ましい。本開示の実
施形態では、下部電極５４０のコンタクト部５４０ｃに対応する領域も発光領域Ｅ７に含
めることが可能であるため、任意の充填パターンで各キャビティ部分を配置でき、反射面
による効果を最大化させることができる。
【０１０５】
　図２３は、発光領域の第６のバリエーションにおいて、付加絶縁膜を設けた場合を示す
断面図である。図示された例の構成では、複数の分離したキャビティ部分を含む発光領域
Ｅ７が形成されるとともに、第２の下部電極５４０ｂの端部と発光層１５０との間に付加
絶縁膜６８０が形成される。
【０１０６】
　図２４Ａは、発光領域の第７のバリエーションを示す平面図である。図２４Ｂは、図２
４ＡのＧ－Ｇ断面図である。この例でも、１つの発光素子について、複数の分離したキャ
ビティ部分を含む発光領域Ｅ８が形成される。上記の第６のバリエーションとの違いとし
て、下部電極５４０が一体的に形成される。このように、発光領域に下部電極５４０のコ
ンタクト部５４０ｃが含まれる場合には、下部電極５４０を一体的に形成することができ
る。
【０１０７】
　図２５は、発光領域の第７のバリエーションにおいて、付加絶縁膜を設けた場合を示す
断面図である。図示された例の構成では、複数の分離したキャビティ部分を含む発光領域
Ｅ８が形成され、また下部電極５４０が一体的に形成される。さらに、第２の下部電極５
４０ｂの端部と発光層１５０との間に付加絶縁膜６８０が形成される。
【０１０８】
　ここで、下部電極５４０を一体的に形成する場合とそうでない場合との違いについて説
明する。例えば、図２２Ａおよび図２２Ｂに示した例のように下部電極５４０を第１の下
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部電極５４０ａと第２の下部電極５４０ｂとに分けて形成する場合、開口規定絶縁膜１７
０よりも先に第１の下部電極５４０ａが形成されている。従って、開口規定絶縁膜１７０
をパターニングしてキャビティ部分を形成するときには、第１の下部電極５４０ａをエッ
チングストッパーとして利用することができ、オーバーエッチングも許容される。
【０１０９】
　一方、図２４Ａおよび図２４Ｂに示した例のように下部電極５４０を一体的に形成する
場合、下部電極５４０を形成する工程が１回で済む。しかしながら、開口規定絶縁膜１７
０が形成される時点ではまだ下部電極５４０が形成されていない。従って、開口規定絶縁
膜１７０をパターニングしてキャビティ部分を形成するときには、エッチングストッパー
を利用することなく、所定の深さでエッチングを止める必要があり、オーバーエッチング
は許容されない。
【０１１０】
　図２６Ａは、発光領域の第８のバリエーションを示す平面図である。図２６Ｂは、図２
６ＡのＨ－Ｈ断面図である。この例では、１つの発光素子について、発光領域Ｅ９が一体
的に形成される。第５のバリエーションとの違いとして、平坦化絶縁膜１３０にはコンタ
クトホール１３０ｃが複数（図示された例では６つ）形成され、下部電極５４０はこれら
のコンタクトホール１３０ｃに貫入するコンタクト部５４０ｃを同じ数だけ（図示された
例では６つ）有する。なお、コンタクト部５４０ｃの位置は、図示された例に限らず任意
に設定されうる。
【０１１１】
　この例では、それぞれのコンタクト部５４０ｃにおいて、下部電極５４０によって形成
された側面での反射効果を得ることを目的としている。つまり、特開２００８－２１８２
９６号公報でいうところの凹面鏡部にあたる部分が、コンタクト部５４０ｃの側面の下部
電極５４０によって形成される。そのために、発光領域Ｅ９の中には、断面形状が円形の
コンタクト部５４０ｃが複数配置される。なお、発光領域Ｅ９の断面形状は、図示された
矩形には限られず、例えば円形のコンタクト部５４０ｃを充填配置しやすい六角形などで
あってもよい。
【０１１２】
　（９．発光層のバリエーション）
　次に、図２７～図３１を参照して、本開示の実施形態における発光層のバリエーション
について説明する。上述のように、本開示の実施形態は、発光層が発光素子間で塗り分け
られる場合（例えば第１および第３の実施形態）と、発光層が発光素子間で共通形成され
る場合（例えば第２および第４の実施形態）とを含む。これらの実施形態を単独で、また
は組み合わせて実現することによって、任意のパターンの発光層の配置を実現することが
可能である。
【０１１３】
　なお、以下の説明の図では、カラーフィルタの配置が“ＣＦ”として、発光層の配置（
塗り分け）が“ＯＬＥＤ”として、発光領域（開口部）の配置が“ＷＩＮ”として、それ
ぞれ示されている。これらの配置の重ね合わせによって、“Ｐｉｘｅｌ”として示す各種
の画素配置が実現される。また、以下の説明の図では、例えば黄色の発光層を発光層Ｙ、
青色の発光素子を発光素子Ｂ、といったように、色を示す文字によって各色の発光層を区
別して示す場合がある。
【０１１４】
　図２７は、発光層の第１のバリエーションを示す平面図である。この例では、発光層が
黄色（Ｙ）および青色（Ｂ）の２色塗り分けで形成される。カラーフィルタは、発光層Ｙ
に赤色（Ｒ）、黄色（Ｙ）および緑色（Ｇ）が、発光層Ｂに青色（Ｂ）が配置される。こ
れによって、Ｒ，Ｙ，Ｇ，Ｂの４色の発光素子からなる画素配置が実現される。
【０１１５】
　なお、この場合、発光素子Ｙ，Ｂでは、発光する色と発光層の色とが同じであるために
、必ずしもカラーフィルタは設けられなくてもよい。しかしながら、上述の通り、発光素
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子においてコンタクト部１４０ｃを含む発光領域を設定する場合、コンタクト部１４０ｃ
の部分で発光層２５０の膜厚が他の部分と異なることによって生じる発光の色度のずれを
カットするためにカラーフィルタが用いられる。従って、コンタクト部１４０ｃを発光領
域に含めるのであれば、発光素子Ｙ，Ｂでもカラーフィルタが設けられる。
【０１１６】
　図２８は、発光層の第２のバリエーションを示す平面図である。この例では、上記の第
１のバリエーションと同じく、発光層が黄色（Ｙ）および青色（Ｂ）の２色塗り分けで形
成される。一方、カラーフィルタは、発光層Ｙに赤色（Ｒ）および緑色（Ｇ）が、発光層
Ｂに青色（Ｂ）が配置される。これによって、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色の発光素子からなる画素
配置が実現される。この場合も、コンタクト部１４０ｃを発光領域に含めるのであれば、
発光素子Ｂでもカラーフィルタが設けられる。
【０１１７】
　図２９は、発光層の第３のバリエーションを示す平面図である。この例では、発光層が
白色（Ｗ）の１色のみで形成される。従って、発光層は、表示領域１０１の全面に形成さ
れうる。カラーフィルタは、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）および白色（Ｗ）が配
置される。これによって、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色の発光素子からなる画素配置が実現され
る。
【０１１８】
　なお、この場合、発光素子Ｗでは、発光する色と発光層の色とが同じであるために、必
ずしもカラーフィルタは設けられなくてもよい。しかしながら、上記の他のバリエーショ
ンと同様に、コンタクト部１４０ｃを発光領域に含めるのであれば、発光素子Ｗでもカラ
ーフィルタが設けられる。発光素子Ｗのカラーフィルタは、例えば薄い青色のカラーフィ
ルタであり、発光を所望の白色度にするためのものでありうる。
【０１１９】
　図３０は、発光層の第４のバリエーションを示す平面図である。この例では、上記の第
３のバリエーションと同じく、発光層が白色（Ｗ）の１色のみで形成される。一方、カラ
ーフィルタは、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）および青色（Ｂ）が配置される。これによって、
Ｒ，Ｇ，Ｂの３色の発光素子からなる画素配置が実現される。この場合、各発光素子をそ
れぞれの色で発光させるためにはカラーフィルタＲ，Ｇ，Ｂがいずれも設けられるため、
いずれの発光素子でもコンタクト部１４０ｃを発光領域に含めることが可能である。
【０１２０】
　図３１は、発光層の第５のバリエーションを示す平面図である。この例では、発光層が
、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）および青色（Ｂ）の３色に塗り分けられる。従って、発光素子
Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれについて、発光する色と発光層の色とが同じであるために、必ずし
もカラーフィルタは設けられなくてもよい。しかしながら、上記の他のバリエーションと
同様に、コンタクト部１４０ｃを発光領域に含めるのであれば、それぞれの発光素子でカ
ラーフィルタが設けられる。
【０１２１】
　（１０．画素パターンの配置）
　次に、図３２Ａ～図４２を参照して、本開示の実施形態における付加的な構成としても
採用することが可能な、画素パターンの配置について説明する。
【０１２２】
　まず、図３２Ａ～図３５を参照して、メタルマスク蒸着による発光層の形成方法につい
て説明する。上述のように、有機ＥＬディスプレイにおいて発光層を形成するための方法
としては、メタルマスク蒸着、レーザーなどを用いた転写、およびインクジェットなどを
用いた印刷などがある。これらのうち、量産化の観点から有利なのがメタルマスク蒸着法
である。
【０１２３】
　図３２Ａおよび図３２Ｂは、メタルマスク蒸着法で用いられる蒸着源の形状の例を示す
図である。図３２Ａに示されるのは、線蒸着源１９１である。線蒸着源１９１は、基板１
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１１の幅と同程度の長さを有し、線蒸着源１９１の上方を通過する基板１１１に向けて、
基板１１１の幅方向の線状の領域で材料を蒸発させる。線状の領域に一括して材料を付着
させることができ、基板１１１が線蒸着源１９１の上方を通過すれば蒸着が完了するため
、工程の高速化が可能である。
【０１２４】
　図３２Ｂに示されるのは、点蒸着源１９２である。点蒸着源１９２は、任意の大きさを
有し、点蒸着源１９２の上方で面内方向に回転する基板１１１に向けて材料を蒸発させる
。材料を蒸発させる領域が線蒸着源１９１に比べて小さいため、基板１１１上に均一に材
料が付着するように蒸発量を制御することが容易である。
【０１２５】
　図３３は、メタルマスク蒸着法で用いられるエリアマスクの例を示す図である。エリア
マスクは、所定の領域の全体が開口したマスクであり、例えば発光層の第３、第４のバリ
エーションにおいて表示領域１０１の全体に形成される白色（Ｗ）発光層の蒸着などに用
いられる。
【０１２６】
　図３４Ａおよび図３４Ｂは、メタルマスク蒸着法で用いられるスリットマスクの例を示
す図である。スリットマスクは、所定の領域の中のスリット状の部分が開口したマスクで
あり、例えば発光層の第１、第２のバリエーションにおいて帯状に配列される黄色（Ｙ）
発光層の蒸着などに用いられる。
【０１２７】
　図３５は、メタルマスク蒸着法で用いられるスロットマスクの例を示す図である。スロ
ットマスクは、所定の領域の中に任意のパターンで配置されたスロットが開口したマスク
であり、例えば発光層の第５のバリエーションにおいて分散して配置される赤色（Ｒ）、
緑色（Ｇ）および青色（Ｂ）発光層のそれぞれの蒸着などに用いられる。
【０１２８】
　例えば、上記のスリットマスクやスロットマスクを用いた蒸着によって複数の発光層を
塗り分けて形成する場合、発光層の形成位置にはある程度の誤差が生じる。例えば発光層
の第５のバリエーションのように発光素子ごとに発光層を塗り分ける場合、発光層はスロ
ットマスクを用いた蒸着によって形成されるが、発光層の境界が多いため上記の誤差の影
響がより大きくなる。一方、例えば発光層の第１、第２のバリエーションのように発光層
をある方向に帯状に塗り分ける場合、発光層はスリットマスクを用いた蒸着によって形成
されるが、発光層の境界は少なくなるため誤差の影響は比較的小さい。
【０１２９】
　図３６Ａおよび図３６Ｂは、画素パターンの反転配置の第１の例を示す図である。この
例では、図２７を参照して説明した発光層の第１のバリエーションと同様に、黄色（Ｙ）
および青色（Ｂ）の２色塗り分けで発光層が形成され、発光層Ｙに赤色（Ｒ）、黄色（Ｙ
）および緑色（Ｇ）、発光層Ｂに青色（Ｂ）のカラーフィルタが配置される。
【０１３０】
　図３６Ａは、Ｒ，Ｙ，Ｇ，Ｂの４色の発光素子によって構成される画素配置のパターン
が、発光層Ｙと発光層Ｂとが交互に配列される方向（図中のｙ軸方向）に配列された状態
を示す。この例において、パターンＰ１１，Ｐ１２，Ｐ１３は、反転していない。一方、
図３６Ｂは、図３６Ａに示された画素配置のパターンを１つおきに反転させた状態を示す
。図示された例では、図３６ＡではＰ１２として示されたパターンがｙ軸方向について反
転して、Ｐ１２Ｒになっている。
【０１３１】
　図３７Ａおよび図３７Ｂは、それぞれ、図３６Ａおよび図３６Ｂの例における発光層の
配置を示す図である。図示された例では、発光素子Ｒ，Ｙ，Ｇに対応する領域に黄色（Ｙ
）発光層が、発光素子Ｂに対応する領域に青色（Ｂ）発光層が、それぞれ形成されている
。これらの発光層は、例えば、発光層Ｂを表示領域の全面にエリアマスクを用いて蒸着し
、発光層Ｙを所定の領域にスリットマスクを用いて蒸着することによって形成される。な
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お、発光層Ｙは、転写または印刷によって形成されてもよい。
【０１３２】
　このとき、塗り分けの境界部分では、蒸着の誤差を考慮して、発光素子の発光領域との
間にマージンが設けられる。図３７Ａに示された、画素配置のパターンが反転されない例
では、発光層Ｙと発光層Ｂとの境界部分で、発光層Ｙ側ではマージンｙ（ｍ１）が、発光
層Ｂ側ではマージンｙ（ｍ２）が設けられる。この結果、ｙ軸方向について、発光層Ｙの
発光領域ｙ（ｒｇｙ）と、発光層Ｂの発光領域ｙ（ｂ）とは、画素全体のサイズｙ（ｐｉ
ｘ）に対して、下記の式１を満たすように設定される。
【０１３３】
【数１】

【０１３４】
　一方、図３７Ｂに示された、画素配置のパターンが反転される例では、発光層Ｙと発光
層Ｂとの境界部分でマージンｙ（ｍ１），ｙ（ｍ２）が設けられることは反転されない例
と同じである。しかし、反転したパターンとそうではないパターンとの境界部分、すなわ
ちパターンＰ１１とパターンＰ１２Ｒとの境界部分、およびパターンＰ１２ＲとＰ１３と
の境界部分では、発光層Ｂ、または発光層Ｙが続いており、蒸着の誤差を考慮しなくてよ
いために、マージンｙ（ｍ１），ｙ（ｍ２）を設けなくてよい。この場合の隣接する発光
領域同士の間隔を、ｙ（ｍ３）とする。ここで、ｙ（ｍ３）＜ｙ（ｍ１）＋ｙ（ｍ２）で
ある。この結果、ｙ軸方向について、発光層Ｙの発光領域ｙ（ｒｇｙ）と、発光層Ｂの発
光領域ｙ（ｂ）とは、画素全体のサイズｙ（ｐｉｘ）に対して、下記の式２を満たすよう
に設定される。
【０１３５】

【数２】

【０１３６】
　上記のようにｙ（ｍ３）＜ｙ（ｍ１）＋ｙ（ｍ２）であるために、この場合、発光領域
ｙ（ｒｇｙ）および発光領域ｙ（ｂ）として使える領域が（ｙ（ｍ１）＋ｙ（ｍ２））－
ｙ（ｍ３）だけ大きくなる。従って、図３６Ａおよび図３７Ａに示されたようにパターン
を反転させずに配置する場合よりも、図３６Ｂおよび図３７Ｂに示されたようにパターン
を１つおきに反転させて配置する場合の方が、開口率、つまり表示領域における発光領域
の割合は大きくなる。
【０１３７】
　図３８は、画素パターンの反転配置の第２の例を示す図である。この例は、図３６Ａ～
図３７Ｂを参照して説明した第１の例で、赤色（Ｒ）と緑色（Ｇ）との位置を逆にし、さ
らに、反転したパターンＰ１２Ｒでは、パターンをｘ軸方向についても反転させたもので
ある。
【０１３８】
　図３９Ａおよび図３９Ｂは、画素パターンの反転配置の第３の例を示す図である。この
例では、図２８を参照して説明した発光層の第２のバリエーションと同様に、黄色（Ｙ）
および青色（Ｂ）の２色塗り分けで発光層が形成され、発光層Ｙに赤色（Ｒ）および緑色
（Ｇ）、発光層Ｂに青色（Ｂ）のカラーフィルタが配置される。
【０１３９】
　図３９Ａは、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色によって構成される画素配置のパターンが、発光層Ｙと
発光層Ｂとが交互に配列される方向（図中のｙ軸方向）に配列された状態を示す。この例
において、パターンＰ２１，Ｐ２２，Ｐ２３は、反転していない。一方、図３９Ｂは、図
３９Ａに示された画素配置のパターンを１つおきに反転させた状態を示す。図示された例
では、図３９ＡではＰ２２として示されたパターンがｙ軸方向について反転して、Ｐ２２
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Ｒになっている。
【０１４０】
　図４０Ａおよび図４０Ｂは、それぞれ、図３９Ａおよび図３９Ｂの例における発光層の
配置を示す図である。図示された例では、発光素子Ｒ，Ｇに対応する領域に黄色（Ｙ）発
光層が、発光素子Ｂに対応する領域に青色（Ｂ）発光層が、それぞれ形成されている。こ
れらの発光層は、例えば、発光層Ｂを表示領域の全面にエリアマスクを用いて蒸着し、発
光層Ｙを所定の領域にスリットマスクを用いて蒸着することによって形成されうる。発光
層Ｂをエリアマスクによる蒸着とすることで、マスクの精度を求められるのが発光層Ｙだ
けになる。これによって、例えば発光層Ｂと発光層Ｙとをいずれもスロットマスクまたは
スリットマスクを用いた蒸着で塗り分ける場合に比べて製造のプロセスが単純になり、生
産性が向上する。なお、発光層Ｙは、転写または印刷によって形成されてもよい。
【０１４１】
　図４０Ａおよび図４０Ｂの例における発光層の構成は、上記で図３７Ａおよび図３７Ｂ
を参照して説明した例と同様であるため、詳細な説明は省略する。結果としては、図３９
Ａおよび図４０Ａに示されたようにパターンを反転させずに配置する場合よりも、図３９
Ｂおよび図４０Ｂに示されたようにパターンを１つおきに反転させて配置する場合の方が
、開口率、つまり表示領域における発光領域の割合は大きくなる。
【０１４２】
　図４１は、画素パターンの反転配置の第４の例を示す図である。この例は、図３９Ａ～
図４０Ｂを参照して説明した第１の例で、赤色（Ｒ）と緑色（Ｇ）との位置を逆にし、さ
らに、反転したパターンＰ２２Ｒでは、パターンをｘ軸方向についても反転させたもので
ある。
【０１４３】
　図４２は、上記のような画素パターンにおいて用いられうる発光層の構成の例を示す図
である。図４２には、有機ＥＬディスプレイ１００の構成要素のうち、下部電極１４０、
正孔注入層・正孔輸送層１５１、黄色発光層１５２ｙ、青色発光層１５２ｂ、電子輸送層
・電子注入層１５３、および上部電極１６０が模式的に示されている。正孔注入層・正孔
輸送層１５１、黄色発光層１５２ｙ、青色発光層１５２ｂ、電子輸送層・電子注入層１５
３は、上記の説明における発光層１５０に対応する。このうち、黄色発光層１５２ｙは領
域ごとに塗り分けられ、それ以外の層（正孔注入層・正孔輸送層１５１、青色発光層１５
２ｂ、電子輸送層・電子注入層１５３）は表示領域の全面に形成される。なお、このうち
正孔注入層・正孔輸送層１５１は塗り分けられてもよい。黄色発光層１５２ｙと青色発光
層１５２ｂとが重なっている部分では、青色発光層１５２ｂが電子輸送層として機能する
（つまり、それ自体は発光しない）ため、青色発光層１５２ｂが重なっていても、黄色発
光層１５２ｙによる黄色の発光が得られる。上記のように、黄色発光層１５２ｙによる黄
色の発光は、例えば赤色（Ｒ）および緑色（Ｇ）などのカラーフィルタを通過して、画素
を構成する所定の色の光として取り出される。
【０１４４】
　図４３は、発光層の構成の別の例を示す図である。図４３には、有機ＥＬディスプレイ
１００の構成要素のうち、基板１１１、ＴＦＴ層１２０、平坦化絶縁膜１３０、下部電極
１４０、発光層１５０、および上部電極１６０が模式的に示されている。発光層１５０は
、正孔注入層・正孔輸送層１５１、黄色発光層１５２ｙ、青色発光層１５２ｂ、電子輸送
層・電子注入層１５３に加えて、電荷発生層（ＣＧＬ：charge　generation　layer）１
５４を含む。図示された例では、発光層１５０において、黄色発光層１５２ｙと青色発光
層１５２ｂとが全面的に重畳して形成される。重畳された黄色発光層１５２ｙと青色発光
層１５２ｂとが両方発光することによって、白色の発光が得られる。つまり、発光層１５
０は、表示領域の全面に形成される白色（Ｗ）発光層である。このとき、黄色発光層１５
２ｙと青色発光層１５２ｂとの間に電荷発生層１５４を設けることによって、下部電極１
４０（アノード）と上部電極１５０（カソード）とに直接挟まれていない黄色発光層１５
２ｙと青色発光層１５２ｂとをより効率的に発光させることができる。
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【０１４５】
　（１１．電子機器への適用）
　次に、図４４を参照して、本開示の実施形態に係る表示装置を有する電子機器の構成に
ついて説明する。図４４は、電子機器の構成を示す概略的なブロック図である。
【０１４６】
　図４４を参照すると、電子機器１０００は、有機ＥＬディスプレイ１００、制御回路１
１００、操作部１２００、記憶部１３００、および通信部１４００を含む。電子機器１０
００は、例えば、テレビジョン、携帯電話（スマートフォン）、デジタルカメラ、パーソ
ナルコンピュータなど、表示部として有機ＥＬディスプレイ１００を有する何らかの機器
である。なお、図示された例では、表示部として上記の第１の実施形態に係る有機ＥＬデ
ィスプレイ１００が示されているが、第２～第４の実施形態に係る有機ＥＬディスプレイ
２００～４００であってもよく、他の実施形態に係る表示装置であってもよい。
【０１４７】
　制御回路１１００は、例えばＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＡＭ（Random
　Access　Memory）、およびＲＯＭ（Read　Only　Memory）などによって構成され、電子
機器１０００の各部を制御する。有機ＥＬディスプレイ１００も、この制御回路１１００
によって制御される。
【０１４８】
　操作部１２００は、例えばタッチパッド、ボタン、キーボード、またはマウスなどによ
って構成され、電子機器１０００に対するユーザの操作入力を受け付ける。制御回路１１
００は、操作部１２００が取得した操作入力に従って電子機器１０００を制御する。
【０１４９】
　記憶部１３００は、例えば半導体メモリ、磁気ディスク、または光ディスクなどによっ
て構成され、電子機器１０００が機能するために必要な各種のデータを格納する。制御回
路１１００は、記憶部１３００に格納されたプログラムを読み出して実行することによっ
て動作してもよい。
【０１５０】
　通信部１４００は、付加的に設けられる。通信部１４００は、有線または無線のネット
ワーク１５００に接続される通信インターフェースであり、例えばモデムやポート、また
はアンテナなどによって構成される。制御回路１１００は、通信部１４００を介して、ネ
ットワーク１５００からデータを受信し、またネットワーク１５００にデータを送信する
。
【０１５１】
　上記で説明した有機ＥＬディスプレイ１００だけではなく、これを有する電子機器１０
００もまた、本開示の実施形態に含まれる。
【０１５２】
　（１２．補足）
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１５３】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）基板上に形成される配線パターンと、
　前記配線パターン上に積層され、所定の位置に上下方向のコンタクトホールが形成され
る第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成され、前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに
電気的に接続されるコンタクト部を有する下部電極と、
　前記下部電極上に形成される発光層と、
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　前記発光層上に形成される上部電極と、
　前記発光層が前記下部電極と前記上部電極とに挟まれる発光領域を、前記コンタクト部
を含む領域として規定する発光領域規定部材と、
　前記基板上で少なくとも前記コンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタ
と
　を備える表示装置。
（２）前記第１の絶縁膜には、前記コンタクト部の数と同じ数の前記コンタクトホールが
形成される、前記（１）に記載の表示装置。
（３）前記第１の絶縁膜には、前記コンタクト部の数よりも多くの前記コンタクトホール
が形成され、
　前記下部電極は、前記コンタクトホールに貫入するが前記配線パターンには接続されな
いダミーコンタクト部をさらに有する、前記（１）に記載の表示装置。
（４）前記下部電極ごとに複数に分離した前記発光領域が形成される、前記（１）に記載
の表示装置。
（５）前記下部電極は、前記複数に分離した発光領域のうちのいずれかに対応する位置に
前記コンタクト部を有する、前記（４）に記載の表示装置。
（６）前記配線パターンに電気的に接続され、前記発光層を含む発光素子を逆バイアス状
態で容量性素子として機能させる画素駆動回路をさらに備える、前記（１）～（５）のい
ずれか１項に記載の表示装置。
（７）前記発光領域規定部材は、前記下部電極と前記上部電極との間に積層され、前記発
光領域に開口部が形成される第２の絶縁膜である、前記（１）～（６）のいずれか１項に
記載の表示装置。
（８）前記下部電極が、前記発光領域に対応する領域に形成されることによって前記発光
領域規定部材として機能する、前記（１）～（６）のいずれか１項に記載の表示装置。
（９）前記第１の絶縁膜と前記下部電極との間に積層され、所定の位置に開口部が形成さ
れる第２の絶縁膜をさらに備え、
　前記下部電極は、前記第１の絶縁膜上から前記開口部の側面に沿って立ち上がり、前記
第２の絶縁膜の上面に達する、前記（８）に記載の表示装置。
（１０）前記第２の絶縁膜と前記発光層との間に積層され、前記第２の絶縁膜上の前記下
部電極の端部を覆う第３の絶縁膜をさらに備える、前記（９）に記載の表示装置。
（１１）前記発光層は、少なくとも前記基板上の第１の領域に形成されて第１の色で発光
する第１の発光層と、前記基板上の第２の領域に形成されて第２の色で発光する第２の発
光層とを含み、
　前記第１の領域と前記第２の領域との配置パターンが、前記基板上で第１の方向につい
て１つおきに反転している、前記（１）～（１０）のいずれか１項に記載の表示装置。
（１２）前記第１の領域および前記第２の領域は、前記基板上で前記第１の方向に直交す
る第２の方向に延びる帯状の領域である、前記（１１）に記載の表示装置。
（１３）前記第１の発光層は、前記第１の領域および前記第２の領域に形成され、
　前記第２の発光層は、前記第１の発光層に重畳して前記第２の領域に形成される、前記
（１２）に記載の表示装置。
（１４）前記第１の発光層および前記第２の発光層は、いずれも蒸着によって形成される
、前記（１３）に記載の表示装置。
（１５）第１の色で発光する第１の発光層と第２の色で発光する第２の発光層とが全面的
に重畳して形成され、前記第１の発光層と前記第２の発光層との間に電荷発生層が形成さ
れる、前記（１）～（１０）のいずれか１項に記載の表示装置。
（１６）基板上に配線パターンを形成する工程と、
　前記配線パターン上に第１の絶縁膜を積層し、該第１の絶縁膜の所定の位置に上下方向
のコンタクトホールを形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に、前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに電気的に
接続されるコンタクト部を有する下部電極を形成する工程と、
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　前記下部電極上に発光層を形成する工程と、
　前記発光層上に上部電極を形成する工程と、
　前記発光層が前記下部電極と前記上部電極に挟まれる発光領域を、前記コンタクト部を
含む領域として規定する工程と、
　前記基板上で少なくとも前記コンタクト部に対応する領域にカラーフィルタを配置する
工程と
　を含む、表示装置の製造方法。
（１７）前記下部電極を形成する工程は、
　　前記第１の絶縁膜上に前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに電気的に
接続されるコンタクト部を有する第１の下部電極を形成する工程と、
　　前記第１の下部電極上に第２の絶縁膜を積層し、該第２の絶縁膜の所定の位置に開口
部を形成する工程と、
　　前記第２の絶縁膜上に、前記開口部の側面に貫入して前記下部電極に接続される第２
の下部電極を形成する工程と
　を含み、
　前記発光領域を規定する工程では、前記発光層が前記第２の下部電極と前記上部電極に
挟まれる領域を前記発光領域として規定する、前記（１６）に記載の表示装置の製造方法
。
（１８）基板上に配線パターンを形成する工程と、
　前記配線パターン上に第１の絶縁膜を積層し、該第１の絶縁膜の所定の位置に上下方向
のコンタクトホールを形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を積層し、該第２の絶縁膜の所定の位置に、前記コ
ンタクトホールを包含する開口部を形成する工程と、
　前記第２の絶縁膜上に、前記開口部および前記コンタクトホールに貫入して前記配線パ
ターンに電気的に接続されるコンタクト部を有する下部電極を形成する工程と、
　前記下部電極上に発光層を形成する工程と、
　前記発光層上に上部電極を形成する工程と、
　前記発光層が前記下部電極と前記上部電極に挟まれる発光領域を、前記コンタクト部を
含む領域として規定する工程と、
　前記基板上で少なくとも前記コンタクト部に対応する領域にカラーフィルタを配置する
工程と
　を含む、表示装置の製造方法。
（１９）基板上に形成される配線パターンと、
　前記配線パターン上に積層され、所定の位置に上下方向のコンタクトホールが形成され
る第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成され、前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに
電気的に接続されるコンタクト部を有する下部電極と、
　前記下部電極上に形成される発光層と、
　前記発光層上に形成される上部電極と、
　前記発光層が前記下部電極と前記上部電極に挟まれる発光領域を、前記コンタクト部を
含む領域として規定する発光領域規定部材と、
　前記基板上で少なくとも前記コンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタ
と
　を有する表示装置を備える電子機器。
（２０）基板上に形成される配線パターンと、前記配線パターン上に積層され、所定の位
置に上下方向のコンタクトホールが形成される第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜上に形
成され、前記コンタクトホールに貫入して前記配線パターンに電気的に接続されるコンタ
クト部を有する下部電極と、前記下部電極上に形成される発光層と、前記発光層上に形成
される上部電極と、前記発光層が前記下部電極と前記上部電極に挟まれる発光領域を、前
記コンタクト部を含む領域として規定する発光領域規定部材と、前記基板上で少なくとも
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前記コンタクト部に対応する領域に配置されるカラーフィルタとを含む表示装置を、
　前記配線パターンに電気的に接続される画素駆動回路によって、前記発光層を含む発光
素子が逆バイアス状態で容量性素子として機能するように駆動させる、表示装置の駆動方
法。
【符号の説明】
【０１５４】
　１００，２００，３００，４００，５００，６００　　有機ＥＬディスプレイ
　１１１　　基板
　１２０　　ＴＦＴ層
　１２５　　配線パターン
　１２５ｄ　　ダミー配線パターン
　１３０　　平坦化絶縁膜
　１３０ｃ　　コンタクトホール
　１４０，５４０　　下部電極
　５４０ａ　　第１の下部電極
　５４０ｂ　　第２の下部電極
　１４０ｃ　　コンタクト部
　１４０ｄ　　ダミーコンタクト部
　１５０　　発光層
　１５４　　接続層
　１６０　　上部電極
　１７０　　開口規定絶縁膜
　６８０　　付加絶縁膜
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